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 諮問事項① 

王栄幼稚園の収容定員増に係る園則変更認可について 

（学校教育法第４条第１項の規定に基づく認可） 

 

１ 変更内容等 

時 期 令和 2年（2020年）4月 1日 

内 容 
（旧） 定員 170人  8学級 

（新） 定員 200人  8学級   定員 30人増員 

理 由 入園希望者が多く、定員超過の状態が続いているため。 

 

２ 施設概要 

【変更無し】 

園 地 

総面積 1,826.96㎡ 

 

※設置基準面積(運動場) 800㎡ 

園 舎 

総面積  980.83㎡ 

 

※設置基準面積 920㎡ 

 

３ 教職員編成 

【変更後（予定）】 

園  長 ：  1人 

教  頭 ：  1人 

教  諭 ：  12人 

職員その他：  2人 

合  計 ：  16人 

【変更前】 

園  長 ：  1人 

教  諭 ：  11人 

職員その他：  2人 

合  計 ：  14人 

 

※本務者のみ計上。※各学級に教諭を 1人置かなければならない。（幼稚園設置基準第 5条） 

 

４ 学級編成 

※１学級の園児数は 35人以下。（幼稚園設置基準第 3条） 

名 称 王栄幼稚園 園長名 森 眞樹子 

位 置 熊本市中央区九品寺２丁目２番４４号 

設置者 学校法人熊本王栄学園 理事長名 富山 信 

  【変更後（定員変更認可後）】  【変更前（令和元年 5月 1日現在）】 

 学級 定員  学級 定員 実員  

 満 3歳児 2 －  満 3歳児 2 － 4 人  

 3歳児 2 －  3歳児 2 － 60 人  

 4歳児 2 －  4歳児 2 － 57 人  

 5歳児 2 －  5歳児 2 － 59 人  

 計 8 200 人   計 8 170 人 180 人  

内訳：園舎敷地    662.66㎡ 
運動場    1,110.23㎡ 
その他      54.07㎡ 

 
内訳：保育室     516.10㎡ 
   遊戯室     128.87㎡ 
   職員室      45.29㎡ 
   便所       68.21㎡ 
   その他     222.36㎡ 
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５ 園児数の推移 

 

６ 対象児数の状況 

【熊本市中央Ｂ圏域の状況】 
単位：人 

①  域内の年齢別就園児数 
（王栄幼稚園含む） 

※平成 30年（2018年）4月 1日現在 

（私学助成園のみ 5月 1日現在） 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

128 310 378 810 846 816 3,288 

②  域内の支給認定区分別 
就園児数 

（王栄幼稚園含む） 

※平成 30年（2018年）4月 1日現在 

（私学助成園のみ 5月 1日現在）  

1号 2号 3号 合計 

1,448 1,028 812 3,288 

③域内の年齢別人口  

※平成 30年（2018年）4月 1日現在 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

846 827 815 886 868 893 5,135 

  

７ 隣接幼稚園の状況（令和元年（2019年）5月 1日現在） 

 

 

 

年 度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

定員(人) 170 170 170 170 170 170 

実員(人) 

※1月始業日現在 
197 198 191 195 187 ― 

実員(人) 

※3月 31日現在 
200 203 198 201 194 ― 

幼稚園名 
白山幼稚園 

（施設型給付園） 

熊本学園大学付属敬愛幼稚園

（私学助成園） 

九州学院みどり幼稚園 

（幼保連携型認定こども園） 

定員(人) 

※１号認定 
200 140 40 

実員(人) 148 137 38 

ﾊﾞｽ有無 有 無 有 
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王栄幼稚園
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熊本社会福祉専門学校の廃止認可について 
（学校教育法第１３０条第１項に基づく学校の廃止認可） 

 

学 校 名 熊本社会福祉専門学校 校 長 名 吉田 精華 

所 在 地 熊本市中央区国府２－６－１６ 設置認可日 平成元年３月３０日 

設置者名 学校法人中九州第三学園 理事長名 吉田 精華 

廃止時期 令和元年（２０１９年）９月上旬を予定 

廃止理由 
在籍者数が減少を続けており、将来にわたり改善の見通しが立たないことから、

学校の運営継続が困難となったため。 

生 徒 の 

処置方法 
平成３１年３月をもって全員卒業しており、在籍者はいない。 

指導要録

等の保存 
学校法人中九州第二学園に引き継ぐ。 

教職員の 

処置方法 

５人中、３人は平成３１年３月３１日に退職後、４月１日付けで病院等に再就

職している。兼任教員１人及び事務職員１人は学校廃止に伴い退職予定。 

施 設 の 

処置方法 

校舎及び校地は、学校法人中九州第二学園に引き継ぎ後、中九州第二学園が運 

営する認定こども園等で活用予定。 

教 職 員 

組 織 

廃止前 廃止後 

校 長          １人 

教 員 専 任       人 

     兼 任      １人 

 職 員          １人 

校 長          人 

教 員 専 任      人 

     兼 任      人 

 職 員          人 

 

 

【参考】生徒定員と実員の推移（各年度５月１日現在） 

                （人） 

年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

定員 200 200 200 200 200 200 

実員 84 77 73 39 13 0 

 

 

諮問事項③ 



 諮問事項④   

学校法人中九州第三学園の解散認可について 

（私立学校法第５０条第２項に基づく学校法人の解散認可）  

  

 

名  称 学校法人中九州第三学園  理事長名  吉田  精華  

事 務 所 

所 在 地 
熊本市中央区国府２－６－１６  

寄附行為  

認 可 日 
平成１３年１月２３日  

解散時期  令和元年（２０１９年）９月上旬を予定  

解散理由 
運営する熊本社会福祉専門学校の廃止に伴う理事会及び評議員

会の解散決議による。 

法人の設置 

す る 学 校 
熊本社会福祉専門学校  

役  員 理事６人 監事２人 

残 余 財 産

の 処 分 

残余財産については、学校法人中九州第二学園に帰属させる。  

 

※学校法人中九州第三学園寄附行為第４０条  

（残余財産の帰属等）  

「この法人が解散した場合（合併又は破産により解散した場合を

除く。）における残余財産は、解散の時における理事会において

理事総数の三分の二以上の議決により選定した学校法人又は教

育の事業を行う公益財団法人に帰属する。」 

≪参考≫

資 産 等 

(H31.3.31

現在) 

 

 

（１）資  産     635,480,335 円  

 

 

（２）負  債      44,801,504 円  

    

 

（３）残余財産     590,678,831 円  

  



 

 

熊本情報経理専門学校の廃止認可について 
（学校教育法第１３０条第１項に基づく学校の廃止認可） 

 

学 校 名 熊本情報経理専門学校 校 長 名 中島 英男 

所 在 地 熊本市中央区本荘３丁目１番６号 設置認可日 昭和５２年３月２３日 

設置者名 学校法人中島学園 理事長名 中島 英男 

廃止時期 知事の認可日 

廃止理由 
在籍者数が減少を続けており、将来にわたり改善の見通しが立たないことから、

学校の運営継続が困難となったため。 

生 徒 の 

処置方法 

平成３１年３月をもって全員卒業しており、在籍者はいない。平成３１年４月

１日から休校中。 

指導要録

等の保存 
同一法人が運営する熊本歯科技術専門学校に移管する。 

教職員の 

処置方法 

専任教員２人、専任職員２人は、平成３１年度４月１日付けで熊本歯科技術専

門学校へ事務職員として配置転換済み。 

施 設 の 

処置方法 

校舎及び校地は、同一法人が運営する熊本歯科技術専門学校に引き継ぎ後、教 

室等で活用予定。 

教 職 員 

組 織 

廃止前 廃止後 

校 長          １人 

教 員 専 任      ２人 

     兼 任       人 

 職 員          ２人 

校 長          人 

教 員 専 任      人 

     兼 任      人 

 職 員          人 

 

 

【参考】生徒定員と実員の推移（各年度５月１日現在） 

                （人） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

定員 80 80 80 80 80 80 

実員 28 28 25 14 3 0 

 

諮問事項⑤ 



 

 

九州技術教育専門学校の目的変更（分野の廃止）認可について 
（学校教育法第１３０条第１項に基づく認可） 

 

学 校 名 九州技術教育専門学校 校 長 名 赤山 聖子 

所 在 地 人吉市駒井田町２１６－１２ 設置認可日 昭和５１年７月２４日 

設置者名 学校法人赤山学園 理事長名 赤山 武興 

廃止時期 知事の認可日 

廃止理由 
入学生の減少等から、平成１９年度以降の入学生の募集を停止していた生活総

合科について、将来にわたり再開の予定がないため。 

学 則 

変更内容 

変更前 

 

第５条 本校および分校の課程及び学科、修業年限並びに定員は、次のとおりとする。 

課程別 学  科 修業年限 入学定員 総定員 

工業専門課程 
情報システム工学科 ２年 １５名 ３０名 

医療情報学科 ２年  ５名 １０名 

家政専門課程 生活総合科 ２年 １０名 ２０名 

工業高等課程 情報システム科 ３年 ３０名 ９０名 
 

変更後 

第５条 本校および分校の課程及び学科、修業年限並びに定員は、次のとおりとする。 

課程別 学  科 修業年限 入学定員 総定員 

工業専門課程 
情報システム工学科 ２年 １５名 ３０名 

医療情報学科 ２年  ５名 １０名 

工業高等課程 情報システム科 ３年 ３０名 ９０名 
 

生 徒 の 

処置方法 
募集を停止していたため全員が卒業しており、在籍生徒はいない。 

指導要録

等の保存 
学校が存続するため、指導要録等は引き続き学校で管理する。 

教職員の 

処置方法 
募集停止及び在籍生徒の卒業後、順次退職している。 

教 職 員 

組 織 

廃止前 廃止後 

校 長          １人 

教 員 専 任      ８人 

     兼 任     １２人 

 職 員          ４人 

校 長          １人 

教 員 専 任      ８人 

     兼 任     １２人 

 職 員          ４人 

 

諮問事項⑥  


